
１９

１８４８／４９年のドイツ革命と比較近代史研究の展開 ＊

山　井　敏　章

はじめに

　『日本資本主義分析』（１９３４年）の序言において山田盛太郎は，各国資本主義の特質を対比しつ

つ次のような規定を与えた。すなわち ，近代的大土地所有制をもつ英国資本主義，零細土地所有

農民の関係をもつフランス資本主義，ユンケル（ユンヵ一）経済の支配と零細土地所有農民の局

面とをもつドイッ資本主義，ユンケル経済と雇役制度＝債務農奴態とをもつ「軍事的封建的」な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
旧露資本主義，雇役制度の基礎と資本主義的大農経営の支配とをもつ米国資本主義。戦後日本の

社会経済史研究は，この規定をいわば軸として展開したと言って過言ではない 。

　たとえば高橋幸八郎は，上の山田の規定に言及しつつ，封建制から資本主義への移行の道筋を

以下のような二つのタイプに類型化している 。まず，西ヨーロッパ（イギリス，フランス）では ，

封建的土地所有は，独立自営農民層や中産的市民層の成長を基盤とする経済的発展のなかで事実

上解体し，市民革命によって一掃された。市民革命は，この両国のいずれにおいても ，独立自営

農民層の分解過程のなかから形成されてくる「本来の資本主義的商品生産への体系」（農民型の

道）と ，封建的土地貴族や独占商人 ・特権企業家層の主導する「資本主義的改装への体系」（地主

型の道）との国家権力をめぐる対立 ・抗争として現れ，革命の過程のうちに前者が後者を圧倒し

去った。一方，東ヨーロッパ（プロイセン。そして日本も）では，逆に後者が前者を圧倒する 。こ

こでは，ブルジ ョア革命への内部的諸条件が充分成熟しないまま ，敗戦等外部的諸事情の側圧の

もと ，西ヨーロソパ的進化への対応として変革が進められた。この変革は，１９世紀初頭の農民解

放や明治新政府による地租改正が示すように，ユンカー的土地所有や寄生地主的土地所有の法的

確認を含むものとなり ，資本王義の形成は，フルジョア的自由主義 ・民主主義を圧殺する寡頭専
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
制的支配のもとで推し進められたのである 。

　このような「近代的進化の二つの体系」の分岐を決するものは，高橋によれば何よりも封建的

土地所有解体の所産としての独立自営農民層の成立如何，そしてこれら農民層の両極分解のあり
　　　　３）
ようである 。ところで，わが国のドイツ経済史研究における近年の最も重要な成果のひとつは ，

この「両極分解」論の見直しに関わるものであり ，それはまた，１８４８／４９年のドイッ革命（いわ

　＊本稿は，「経済史の方法研究会」（東京大学経済学部）における共同研究のなかで生まれた。共同研究の成果は，馬場

　哲 ・小野塚知二編『西洋経済史の現在（仮題）』として２００１年に東京大学出版会から刊行される予定である 。本稿の内

　容もその１章として収録されるが，ただし紙数の制約から一定縮小を余儀なくされている 。その原形をここに発表する

　ことを許された馬場 ・小野塚の両氏，そして研究会で有益なご批判 ・ご助言を下さったメンバー諸氏に感謝する 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９９）
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ゆる三月革命）に関する「挫折したブルジ ョア革命」という従来からの評価の再考にもつながる

内容をもっ ている 。以下ではこの論点を切り口にして，この革命をめぐる内外の研究を振り返っ

てみたい 。

１． 両極分解論再考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
　ドイツ資本主義成立史における両極分解論の基準をわが国で提示したのは松田智雄である 。封

建制解体過程における西ヨーロッパ型と東ヨーロッパ型という高橋のシェーマを踏襲しつつ，松

田は，エルベ河を境とする西と東にこの二つの型が対立しつつ併存するというドイツ資本主義の
　　　　　　　　　　　　　５）
周知の地帯構造論を展開した。松田によれば，このうち西エルベでは，西ヨーロッパ諸国におけ

ると同様の自営農民層の成↓，その両極分解のプロセスを確認しうるのに対し，東エルベ（プロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
イセン）では，賦役農民層を母体とするという特殊な形の農民層分解が進行した 。

　この地では，１５ ・１６世紀における再版農奴制への転換（グーツヘルシャフトの形成）のなかで農

民層の地位が劣悪化し，その基幹部分は，不安定な土地保有権（Ｌ。。。ｂ。。ｉｔ。）のみを有するラッシ

ーテンＬａｓｓ１ｔｅｎ（領王農場での多量の賦役義務を負う世襲隷民）となった。こうしたグーツヘル＝ラ

ソシーテン関係は，ようやく１８世紀後半に至って本格的解体の危機を迎えるのであるが，その際

変化は，王領地と　般貴族領とで異なる姿をとっ て現れた 。

　まず王領地では，農民土地保有権の世襲化，賦役の原則的廃止など，１８世紀後半に一連の農民

保護政策が実施され，分割された領主直営農場の小作人となる賦役免除農民が急速に増加した 。

彼らは，プロイセン絶対王権の強力な支柱となる 。

　一方，一般貴族領においては，賦役確保のために農民層の分解を阻止しようとする領主層の努

力にもかかわらず，すでに１８世紀初めには，標準農たる畜耕役農民保有地の分割 ・縮小が　般的

になっ ていた。一方，より零細な手耕役農民のなかには（そして農村共同体の成員資格をもたない最

下層農からも），畜耕役農民の分割譲渡地を集積し，また本来保持を禁じられている耕畜を保持し

て上昇する者も現れた。手耕役農民は本来貧農に属する存在であったが，ただし畜耕役に比して

手耕役の負担は軽微であり ，もし十分な経営規模を確保しさえすれば，彼らのもとにおいてこそ

富の蓄積の可能性も存在する 。１８世紀後半，とくにこの手耕役農民を主たる母体として「分解」

が進み，この結果，ラッシーテンとしての農民層のかつての一体性は失われ，数フーフェの耕地

と耕畜を保有する富農から自止的経営の不可能な者まで，農村内部に著しい分化が顕在化するこ

とになったのである 。

　こうしたｒ分解」は，松田によれば東エルベにおける封建制解体への方向性を孕むものであっ

たが，しかし１９世紀初頭以降のプロイセン農民解放によって，この地における西ヨーロッパ型の

近代化の途は遮断される 。すなわち農民解放は，なるほど世襲隷民制を撤廃して農民層の地位を

形式的に自由なものとしたが，しかし，保有地の２分の１ないし３分の１におよぶ土地割譲を解

放の代価とするｒ調整」方式は，小農の犠牲の上に旧領主層の直営地拡大：ユンカー経営の成立

を結果し，また，「調整」資格の外におかれた膨大な数の手耕役農民も ，農民保護規定の廃止 ，

共有地分割に伴う共同体用益権の喪失によっ て困窮化した。彼らの多くは，ユンカー農場の中核

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２００）
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的労働者たるインストロイテＩｎＳｔ１ｅｕｔｅ（わずかの土地と住居等の貸与，そして収穫物の一部を報酬とし

て支払われる契約雇農）として吸収されることになる 。こうして東エルベでは，□日来の封建的土
　　　　　　　　　　　　　　　　７）
地所有者が…… 資本家的に進化する」「プロシア（プロイセン）型」の近代的進化の軌道が定置さ

れたのである 。

　戦後間もなく現れた松田の以上のような議論は，わが国におけるドイツ資本主義史研究の礎石
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
となり ，幾多の精綴な研究がそこから生まれた。しかし，１９８０年代前半の藤田幸一郎の研究によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
って，この礎石は根底から揺るがされる 。藤田が問題としたのは，松田の議論　　そしてそれ以

後の諸研究　　の方法的核心を成す農民層両極分解論の妥当性，そしてそれと密接に関わ って ，

松田の場合には必ずしも十分その意味が認識されてはいない農民 ・下層民間の身分的対立である 。

藤田は，ドイッの農村を東エルベ，西北ドイッ ，西南ドイツの三つの地帯に分類してこの問題を

論じているが，以下では「プロシア型」進化の要を成す東エルベにしぼって彼の議論を紹介して

おきたい 。

　１８世紀，東エルベのグーツヘルシャフト地帯における農村下層民は，藤田によれば，領主直営

地の農業被傭者，農民に雇用される僕女卑，零細農という三つのタイプから成 っていた。このうち

第一の農場被傭者（インストロイテ，僕碑）は農民人口をはるかに上回るほど多数を占める存在で

あり ，賦役に依拠する領主直営農場という一般的イメージと異なり ，これら被傭者が古くから ，

賦役と並んで領主農場経営の不可欠の労働力となっ ていた。つぎに農民による僕碑の雇用。とく

に王領地に集中していた自由農民だけでなく ，劣悪な状態におかれていたと言われる賦役農民の

場合も ，その少なからぬ部分が１～２人の僕女卑を雇用し，領主直営地での賦役にもこれを利用し

ていた。僕媒による賦役の代行を通じて賦役は実質的には貨幣地代にも等しい意味を持つものに

転化しており（賦役負担の僕女卑賃金への換算），再版農奴制とも呼ばれる苛酷な賦役制の外見とは裏

腹に，この地の領主 ・農民関係は，１８世紀末には労働力としての僕女卑の争奪戦の様相さえ呈する

ものとなっていたのである 。

　最後に零細農（ゲルトナーＧ差。ｔｎ。。，アイゲンケートナーＥｉｇ．ｎｋａｔｎ。。）について。注意さるべきは ，

この層が，とりわけ貴族領ではごく少数に留まっ ていたことである 。領主にとっては，直営農場

の労働力として不可欠なインストロイテと僕女卑，そして賦役と奉公強制を通じて労働力を提供す

る標準土地保有農民こそが重要であり ，そのような利益を持たない零細農の存在を彼らは徹底的

に禁圧した。松田の言うところと異なり ，農民保有地の売買や分割は行われず，自由農民村落の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１Ｏ）
多い王領地における一定の例外を別とすれば，農民層分解は停滞していたのである 。

　さらに，！９世紀初頭の農民解放について，改革の過程で土地を奪われて没落した農民がユンカ

ー経営の労働力となった，というクナッ プ以来の「農民没落」説は，藤田によれば支持しがたい 。

確かに，土地保有権を証明しえない農民が「調整」資格を認められず，保有地を没収されてイン

ストロイテ化する事例は確認されるが，その数はインストロイテ全体のごく一部でしかない。ま

た， 「調整」によっ て土地所有権を得た農民が土地の一部割譲等の負担によっ て困窮化し，結局

その所有地を失うという事態も確かに少なからず確認されはするが，しかしその数もまた，領主

農場の農業労働者の増加と比べればわずかでしかなかった 。

　藤田によれば，領王農場の労働力を構成したのは　　農民の賦役労働からインストロイテの契

約労働への転換という通念に反して　　「解放」の前も後もインストロイテと僕女卑であった。農

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０１）
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場主は，領主裁判権 ・警察権等経済外的強制によって両者を拘束するとともに，自由な日雇より

有利な条件を提示してこれら労働力の誘引と定着に努めた。また，ｒ調整」による土地割譲の結

果縮小した農民経営では雇用僕碑の過剰が生じ，ユンカー経営がこれを引き受けた。インストロ

イテ ，僕女卑，そして領主農場で働く日雇の数は，とくに１８２０年代末以降における穀物市場の景気

回復のもとで増加する 。さらに農村下層民のもうひとつのタイプ＝零細農も ，共有地分割を契機

として，とくに１８３０年代以降増加した。共有地を囲い込んだ農民層は，折からの地価高騰に乗じ

て土地を細分化して売りに出したが，この小地片を，アイゲンケートナーやインストロイテ，僕

女卑，そして農民に雇用される下層民（ロースロイテＬ。。１．ｕｔ。 ないしアインリーカーＥｍ１１．ｇ。。）が，土

地獲得の好機と見て買い取ったのである 。こうして急速に膨張する下層民人口は，くりかえし発

生する飢饅のたびに窮乏化の危機に陥り ，深刻なｒ社会問題」，ｒ大衆貧困」（Ｐ・ｕｐ・・１・ｍ・）が現

出することになる 。

　以上のような議論の上で藤田がとくに強調するのは，農民解放の前後を通じての下層民的存在

の連続性であり ，さらに彼らと正規の農民との問の身分的障壁，下層民のｒ賎民」的性格の一貫

性である 。１８３０年代以降，プロイセン政府は，困窮化する下層民の救貧主体として農村ゲマイン

デの育成 ・強化に努めたが，このゲマインデは伝統的な農民共同体を基礎とし，下層民を排除す

る閉鎖的団体であった。下層民は，農場ではユンカーに隷属し，農民集落ではゲマインデ農民の

ｒ保護民」の地位におかれ，総じて杜会的にｒ賎民」として蔑視されたのである 。

　　 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
　こっした藤田の認識（西北ドイッ，西南ドイツについても同種の議論が展開される）は，直接にはド

イツにおけるコンツェの問題提起（マルクスによる近代労働者階級としてのプロレタリアート論に対す

　　　　　　　　　　　　　　　１２）
る「賎民」としてのプロレタリアート論）に示唆を得たものであるが，より広くは，内外における民

衆史への注目という流れのうちに捉えることができよう 。すでに藤田に先立って良知力は，１８４８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
年のベルリンやウィーンの革命におけるプロレタリアをｒ下民」，ｒ流民」と位置づけていた。そ

して，このような意味での「民衆」の再認識は，実はそれまでのフルジョア革命論の欠落部分を

明らかにし，その再考をわれわれに迫る内容を含むものであっ た。 以下では，わが国における三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）月革命研究の最も重要な成果である柳澤治の著書（１９７４年）の批判的検討を通じて，この問題を

考えることとしたい。柳澤の研究は，ブルジ ョアジー 農民，手工業者，雇職人 ・労働者という

革命の構成主体を網羅的にとりあげ，それぞれの運動と経済的 ・社会的状態を ，絶対主義的領邦

体制の構造的危機，そのなかでの産業資本の発達という巨大な流れのなかで分析しようとする包

括的なものであるが，以下では，これまでの行論との関連で，まず農村の問題を中心に検討を加

えることとする 。

２． ブルジ ョア革命論再考

　三月革命下の農民運動を，柳澤は反封建的「農民革命」と総括して表現する 。それは，「農村

の封建的支配＝隷属関係を破砕し，封建的土地所有の軌範から自らを解放することを目的とし」 ，

「封建的諸賦課 ・領主特権の根底的変革を，『有償解放』方式に立つ『上から』の『農民解放』の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
廃棄を ，基本的な内容とするもの」（強調原文）であった。地主領主層と対決する農民蜂起として

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０２）
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それは始まり ，４８年４月 ・５月の弾圧によって　段落した後，選挙活動，集会，請願等の合法的

形態へと転換を遂げていく 。

　農民層の諸要求の柳澤による綴密な分析を追うなかで，前節での考察を踏まえたわれわれの目

に欠落として映るのは，農村下層民の姿，そして農民 ・下層民問の対立の問題が，具体的叙述 ，

そして理論的枠組みのなかに十全には組み入れられていないことである 。問題は，とりわけ農民

蜂起の扱いに現れる 。

　革命初期の農民蜂起について，柳澤は，西南ドイッ（バーデン，ヴユルテンベルク）とシュレー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
ジエン　　 「農民革命」の二大中心地　　を事例とする分析を行っている 。この両地域では，領

主支配に抗して農民 ・下層民の枠を越えた共同の闘争が闘われた。柳澤自身指摘するように，こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
れらの地域でも農民 ・下層民の利害 ・行動が完全に同一だ ったわけではないが，しかし全体とし

て見れば，ここにおける農民蜂起を反封建的「農民革命」と特徴づけることは可能だろう 。ただ

し問題は，この両地域の動向を，革命期の農村の運動を代表するものと位置づけうるか，という

点である 。

　近年の研究は，農民解放の進捗度と関連づけつつ，ドイツの南と北で農村の運動につぎのよう

　　　　　　　　　　　　　　　１８）
な地域差のあることを確認している 。

　まず南 ・西南ドイッでは，バーデン（とくにオーデンヴ ァルト ，南シュヴ ァルッヴ ァルト）に始ま

った農民蜂起がヴユルテンベルク（とくにホーエンロー工侯領やヴ ァインスベルク郡など北東部）に広

がり ，またバイエルン（とくにマイン河沿い地方，エッテインゲン＝ヴァラーシュタイン領のリース）や

ライン ・マイン河流域地方（とくにヴェッテラウ ，フォーゲルベルク ，オー デンヴァルト）でも農民が

領主の支配に抗して立ち上がった。これらは共通してグルントヘルおよびシュタンデスヘルに対

する反封建闘争の性格を示しており ，３月末ないし４月に入って封建的賦課租の廃止，領主裁判

権の廃止等の要求が認められると同時にほぼ終嵐した。もっとも ，これによって農民が革命の舞

台から退いたわけではなく ，とくにバーデンやライン ・マイン河流域地方では，その後も農村部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
に民主主義者（共和王義者）の主導する結社が広がっている 。

　南 ・西南ドイツでは，領主層の抵抗によって農民解放が一般に停滞しており ，革命下の闘争が

「反封建的」性格をもっ たのはこうした事情による 。また，農村住民内部の階層差がここではあ

まり顕著ではなかった。たとえば柳澤が「農民革命」の事例としてとりあげた西南ドイツ諸邦で

は， 均分相続制のもとで農地の細分化が進み，さらに１７ ・１８世紀以降，農村工業の発達に伴う社

会的流動性の上昇により ，農民と下層民との間の身分的境界が不分明になっていた。この地の下

層民は一般に，農業日雇や家内工業，工場労働等によっ て家計を補充する零細農の姿をとり ，し

かもこうした下層民が農村住民の多数を占めるようになっていた。農民 ・下層民が領主に対する

共同闘争を展開した背景はここにある 。

　一方，北 ・北東ドイツの状況はこれとは異なる 。南 ・西南ドイツとは対照的に，ここでは農民

解放の進捗が著しく ，プロイセンの若干の諸邦やシュレスウィヒ ・ホルシュタインでは革命前夜

にほぼ完了していた（ライン河左岸地域では，フランス支配下にあ った１８１４年までの問に封建的賦課租が

毎償で廃棄されている）。 このため，領王特権の廃棄に関わる問題は，革命期における農村の運動

の主要な対象とはならなかった。また，農村住民の構成が比較的均質な南トイツに対し，北ドイ

ッでは，たとえば封建的賦課租から解放された大 ・中農がさらに共有地分割から利益を得る一方 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０３）
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農村住民の圧倒的多数を占める小農 ・下層農の生活は逆にこの措置によって脅かされる ，という

ように，階層分化に伴う利害対立が顕著になっていた。革命期，この地域で発生した農村蜂起を

担ったのは，ブルジ ョア的土地所有者となった農民ではなく ，農村下層民であった。彼らの闘争

は， 領主のみならず農民をも含む「富者」　般を標的とし，「古き良き時代」の再現を望む反資

本主義的特徴を示していた。一方，これに対して農民層は，国家と結んで農村の治安を守り ，所

有に対する攻撃を阻止しようと図 ったのである 。

　このような農村下層民の運動は北 ・北東ドイツのほぼすべての地域（とくにハノーファー プロ

イセン，メクレンブルク）で見られるが，そのなかでシュレージエンは例外を成す。プロイセン諸

州のうち農民解放が遅滞したのは実はシュレージエンのみであり ，このことが，農民 ・下層民の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
「反封建的」共同闘争がここで展開する背景となったのである 。

　こうして見ると ，反封建的「農民革命」という柳澤による総括は，革命期における農村の運動

の一部を捉えるものでしかないことが理解されよう 。ライン左岸を含む北ドイツで支配的だった

のはむしろ農村下層民による抗議行動であり ，その要求内容も「反封建的」とは言いがたい 。

　革命期の運動の柳澤による把握が部分的なものにとどまっていることは，さらに都市民衆の運

動を加えてみると一層明らかになる 。柳澤がそこで分析対象としているのは，手工業親方層の全

国的諸会議，手工業職人 ・労働者の全国的諸会議および労働者協会などの組織活動，そして，こ

れら諸階層を重要な構成要素とする民主主義者の組織活動である 。革命当初のハリケード戦 ・街

頭行動は，いわばこれらの組織活動に収敏する前段階として簡単にふれられるにとどまっ ている 。

近年の研究が見直しを求めているのは，まさに民衆運動のこうした扱いである 。

　１９９０年に上梓されたカイルスの著書は，革命期のドイツにおけるｒ社会的抗議 ｓｏ．１ａ１ｅ．

Ｐｒｏｔｅｓｔ」　　 「暴動」「騒擾」（Ｔｕｍ．１ｔ。，Ｅ。。。。。。，Ｋ。。ｗ．１１。）などと呼ばれたもの　　を検討対象

とする 。当時の諸史料から検出した１４８６件の抗議行動（１８４７年１月～１８４９年６月）をガイルスは１６

のタイプに分類し，さらにその主なものを大きく５つのグループにまとめている 。すなわち ，１ ．

生活 ・生存の保障を求める行動（３５７件），２ ．都市自治体の政治をめぐる行動（２５１件），３ ．反

封建的農民暴動（１３２件），４ ．「大政治」をめぐる行動（２５２件），５ ．反革命（３６３件）。１４８６件の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１）
うち約３分の２から４分の３が都市を舞台としている 。

　これらのうち３番目の農民暴動は，封建的隷属 ・賦課租の削減ないし解消を求める農民層の領

主に対する闘争がその中心的内容を成し，まさに「反封建的」という性格づけがふさわしい。た

だしそれが，確かに重要であるとはいえ，革命期の民衆運動の一部でしかないことに留意すべき

である 。また，ガイルスによれば，農民の攻撃は必ずしも領主支配にのみ向けられたわけではな
く， むしろ「農民自身がとりしきる農村経済」という静態的理想に反するすべてのものが彼らの

攻撃対象となった。都市の政治文化，工業的 ・ブルジ ョア的社会に対して，農民は不信 ・嫌悪の

目を向けた。また，行政 ・司法 ・学校 ・教会など，さまざまな領域における農村の自治に対する

国家の介入も ，暴動を引き起こす一因となった。農民の闘争を単純にｒ近代」の側に位置づける
　　　　　　２２）
ことはできない 。

　この点は，５グループのうち最も多数を占める「生活 ・生存の保障を求める行動」においてさ

らに明らかである 。このグループには，飢餓暴動，手工業者暴動，労働者の紛争，農村下層民の

暴動の大半，そして反ユダヤ人暴動の一部が含まれる 。ガイルスによれば，これらに通底するの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０４）
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は市場合理性 ・工業原理（Ｉｎｄｕ．ｔ．１．１。。ｍｕ。）に対する反感，伝統的 ・手工業的生産形態およぴ小営

業的生活条件の永続化への希求であり ，行動の目的に反封建的と呼びうる内容が含まれている場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）合でも ，ほとんどの場合，反資本主義的立場 ・感情 ・要求が支配的であった 。

　狭義のｒ政治」に関わるｒ大政治」をめぐる行動についてもととは単純ではない。ここに含ま

れるのはウィーンやベルリンなどのハリケート戦，大衆集会や政治的テモ，革命祭典などであり
，

民王主義結社や労働者協会の発展した都市を主たる舞台とした。これら組織を率いるｒ民衆の

友」と都市民衆の同盟の上にこの種の行動は成立していたのであるが，ただし両者の問に走る亀

裂は見過ごしえない。たとえば「出版の自由Ｐｒｅ
Ｂｆｒｅｉｈｅｉｔ」が税や債務などの「圧迫

ＧｅｐｒｅＢｔｗｅｒｄｅｎ」からの自由と解される ，というような「概念の混乱Ｂｅｇｒ１
ｆｆｓｖｅｒｗ１ｒｒｍｇ」。 こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
うした現象は，都市 ・農村を問わず，民衆の間に広く確認される 。

　ガイルスをそのすぐれた一例とする民衆運動についての近年の研究をうけて，ランゲヴィーシ

ェは ，１８４８／４９年の革命を「制度化された革命ｍｓｔ１ｔｕｔｌｏｎａ１１ｓ１ｅｒｔｅ　Ｒｅｖｏｌｕｔ１ｏｎ」と「自然発生的

ｓｐｏｎｔａｎｅ　ｏｄｅｒ　ｅ１ｅｍｅｎｔａｒｅ　Ｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎ」の二つの次元から成るものと捉える見取り図を提起して

いる 。前者の中心は，議会（とくにフランクフルトおよびベルリンの国民議会）と ，そして議会外に

結成された諸組織 ・結社にある 。この次元の革命は，競合する多様な潮流を内にはらみつつも ，

全体として立憲制 ・統一国家の樹立という政治課題を中心に展開した。一方，持続的な目標 ・組

織を欠いた「自然発生的」革命は，暴動，祭り ，民衆集会，いわゆるシャリバリなどから成る 。

これらの担い手である都市 ・農村の非市民的社会層にとっ て前者の政治課題は理解の外にあり ，

むしろそこで支配的だ ったのは，反資本主義的 ・反近代的な「現在」批判，過去（ないし彼らが
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５）
過去と考えたもの）のうちに未来を求める志向であ った 。

　さらにガイルス自身は，革命下の対抗関係を ，旧エリート（ほとんどが貴族から成る旧体制の指導

者層およびその周辺。官僚，大地主，軍人，聖職者，保守的知識人など），新エリート（経済 ・教養市民層 。

その周辺部分は「民衆の友」として民衆との同盟を図る），そして民衆 ・下層民（都市 ・農村の下層民か

ら小ブル層まで）から成る三極構造として捉える図式を提示している 。このうち旧エリートの最

大の関心は，言うまでもなく旧来からの彼らの権力 ・特権の維持にあったが，ただしこの目的さ

え達せられるなら ，彼らは　　部分的かつ抑制された　　近代化に拒否的ではなかった。一方 ，

新エリートにとっ ても ，こうした姿勢をもつ旧エリートとの権力の共有は，十分に可能な　　新

エリートの中心を成す自由主義者にとってはそれこそが求むべき　　選択肢であった。両エリー

トの共有する価値 ・秩序が下層民によって脅かされるとき ，彼らは共同してこのような「賎民支

配」と闘 った。新旧エリート間の対立，そして自由主義者対民王主義者という新エリート内部の

対立のような，従来革命研究が中心的対象としてきた対抗関係は，ガイルスによれば革命下の諸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６）
対立のひとつ，しかも両エリートと民衆の対立に比して二義的な対立でしかない 。

　こうなれば，「ブルジ ョア革命」というパラダイムにも疑問が投げかけられざるをえない。一

方における封建エリート（カイルスの言う旧エリート）と ，他方におけるフルジョア（市民）諸層

（新エリート）ならびに民衆との反封建同盟との対立が革命の主要な対抗関係を成す。ブルジ ョア

革命論のこうした想定がガイルスにとって受け入れがたいことは，すでに明らかであろう 。ガイ

ルスは，１８４７－４９年の危機を ，封建的身分制社会から近代市民社会への転換というすでに数十年

来進行していたプロセスのなかに位置づける 。新旧エリート問の論争は，すでに不可逆的となっ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０５）
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ていたこの転換を則提としたうえで，保守的 ・部分的な，あるいはより広範かつ自由主義的な近

代化の戦略のいずれをとるかをめくるものであったにすぎない。革命期の紛争は　　ガイルスは

言う　　 フルジ ョア革命としてより ，むしろ「市民的 ・工業資本主義的社会が完全な実現に向か

う歴史的な境目にあって，前工業的目標，反資本主義的規範 ・価値観の上に立って広範な民衆が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７）
展開した最後の大きな反乱」として，より説得的に特徴づけうるのである 。

　ガイルスや，あるいはランゲヴィーシェについて見たような革命の多層性，多次元性の認識は ，

近年のドイツにおける研究に支配的な傾向であり ，そのなかで「フルジョア革命」概念は捨て去
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８）
られるか，あるいは少なくとも革命の全体を特徴づけるほどの包括性を否定されている 。たとえ

ばランゲヴィーシェは，「ブルジ ョア（市民）革命」の語によって表現される内容として，１ ．

革命運動においてフルジ ョア＝市民層（Ｂｕ．ｇ。。）が主たる担い手となり ，あるいはその推移と目

標を決定していること（王体），２　革命がｒ市民杜会ｂｕｒｇｅｒ１１ｃｈｅ　Ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔ」 ，つまり自由化

された国家を備えた非身分制的社会の実現を図 っていること（目標），の２点を挙げた上で，こ

うした内容規定にしたがえば，１８４８／４９年の革命の総過程を「フルジョア： 市民的ｂｕ．ｇｅ．１１ｃｈ」

と性格づけることはできない，と言う 。市民的社会層が支配的だったのは，ドイツ統一や憲法制

定という高次のレベルの革命においてのみであり ，議会外，つまり民衆集会や政治結社，請願の

署名者等において多数を占めるのは，市民より下の層あるいは市民の周辺層であ った。目標設定

についても ，「市民社会」という展望は，「自然発生的革命」の参加者の理解するところではなか
　２９）

った 。

　ドイツのみならず，１８世紀末から１９世紀半ばに至るヨーロッパの「革命の時代」（ホブズボー

ム）において，ブルジ ョアジー が革命の主たる担い手であ ったとは言い難いことは，現在ではわ

が国でも学界の共通の確認事項となっている 。たとえばフランス大革命について遅塚忠躬は，こ

の革命がブルジ ョア革命であるということは，「『革命的』ブルジ ョワジーの存否とはさしあたり

無関係である」と言う 。遅塚によればむしろ ，階級としてのブルジ ョアジー が弱体であったとい

う事実こそが，民衆と農民の革命によって，あるいはその圧力によってブルジ ョア革命の課題が

果たされるというフランス革命の特質の重要な要因となった。ｒフランス革命は，それがブルジ

ョワジーによってなされたという意味においてではなく ，それが，アンシャン ・レジームの身分

階層序列的な社会の代わりに，ブルジ ョワジーの支配する新しいタイプの社会を樹立したという
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０）
意味において，一つのブルジ ョワ革命」だ ったのである 。

　また，革命を推進した諸層による目標設定の非ブルジ ョア革命的性格について，すでに高橋幸

八郎は，ジ ョルジュ ・ルフェーヴルの「複合革命」論について論じるなかで次のように述べてい

た。 フランス革命を貴族の革命，ブルジ ョアの革命，都市民衆の革命，農民の革命という四つの

それぞれ自律的な革命の複合体として捉えようとするルフェーヴルの研究について，高橋は，そ

れが「農民革命」という範曉を初めて明確に析出したことを大きな功績として評価しつつ，ただ

し， ルフェーヴルが農民層の要求の保守的 ・反動的性格を強調することにより ，農民革命をブル

ジョア革命とは異質の存在であるかのごとく扱っていることに異議を唱える 。高橋によれば革命

のプロセスは，封建的土地貴族と上層市民層（前期的資本家層）とが結合して遂行する資本主義的

発展の体系　　封建地代の有償廃棄を通じての封建的土地所有の近代的改装を基礎とする近代的

進化のｒ地主型の道」　　と ，中小生産者＝農民層を基盤とするいま一つの資本主義的発展の体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０６）
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系　　封建地代の無償廃棄を基礎とする近代的進化のｒ農民型の道」　　との対決を軸として展

開した。農民層の抗議は前者の道に向けられたものであり ，これを単純に反資本主義的 ・前資本

　　　　　　　　　　　　　　３１）
主義的と規定するのは誤りである 。また柳澤は，高橋のこのような理論的認識を引き継ぎつつ ，

ドイツの革命について次のように言う 。高額有償方式に立つ「農民解放」は一般に農民からの生

産＝生活手段の収奪をもたらしたのであり ，償却金や土地の返還，あるいは共同地用益権の復活

のような農民層の要求は，このような「プロシア型」の原始的蓄積過程を否定するものとして

ｒ反資本王義的」性格を示しつつも ，客観的には，プロシア型資本主義化過程の廃棄の上に小フ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２）
ルジョア＝フルジョア的な資本主義発展を志向するという歴史的意義を有していたのである ，と 。

　しかし，これまでに見たような民衆史研究の展開を前にして，はたして民衆の要求を「『プロ

シア型』の原始的蓄積過程」の否定に集約しきれるどうか，疑問とせさるをえない。「フルジョ

ア革命」という理論的枠組みが，いささか窮屈なプロクルステスのベッドと化している 。

　それでは「ブルジ ョア革命」概念は捨て去られるほかないのだろうか。結論を下す前に，革命

のｒ結果」についていま少し論じておきたい。上の遅塚の所説，そして高橋や柳澤にも見られる

ように，わが国では，革命の「結果」という観点から「ブルジ ョア革命」か否かを論じる立場が

なお有力なものとして存在するのであるが，一方，このｒ結果」という要因は，先のランゲヴィ

ーシェによる「ブルジ ョア革命」概念の規定には含まれていない。ただし，ドイツにおける研究

が「結果」の問題に無関心であるわけではもとよりない。たとえばヴェーラーは，１８４８年のドイ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３）
ツ革命が，その明らかな敗北の背後で直接 ・問接に以下のような成果をもたらした，と言う 。

　まず，革命によって１９世紀初頭以来の農民解放は最終的に完了し，ドイッ農村社会における封

建時代に終止符が打たれた。商工業政策については，イヌンク ・ツンフトの地位が再び高められ ，

さらに国家が資金援助を行う信用組合や生産協同組合を通じて旧中間層の支援が図られた。ブル

ジョアジーに対しては，株式会社法のゆるやかな運用（１８４８年夏には，銀行の株式会社化が認められ

る）など，各邦政府が経済的近代化に適合的な法制度の整備に努め，資本主義的産業化への道が

大きく開かれた。１８５０年代における国家の社会政策（工場労働者保護，児里労働制限，工場査察官制

度， 共済金庫制度など）も革命の経験なしには考えられなか ったろう（ただしそれらは，労働者に対

する団結禁止の強化など，露骨な弾圧と一体だ ったのだが）。 とりわけ，革命後，オーストリアを除く

すべてのドイソ諸邦が立憲国家となったことは，革命の最も重要な成果と見なしうる 。さらに ，

革命以前から進行していた一連の杜会的変化，たとえば階級形成，さまざまな社会層の政治参加

の拡大などが，革命によって表面に現れ，あるいは一層深化させられた 。

　ドイツのみならず，革命とその敗北を経験したヨーロッパの諸国にほぼ共通するこのような傾

向のなかで，ただし　　とウェーラーはつけ加える　　ドイツにおける近代化のいくつかの特殊

な条件が，革命の結果弱まるどころかむしろ強まりさえした。すなわち，旧エリートの特権的地

位の持続，日常生活にまでおよぶ官僚的支配，軍隊の強大な影響力，議会の弱体，市民層内部そ

して市民層と労働者の間に走る裂け目の深刻化 。

　この最後の主張はいわゆるｒドイソの特殊な道Ｓｏｎｄｅｒｗｅｇ」論に関わる論点である 。以下 ，

この問題について若干の考察を行い，その上で最後にもう一度フルショア革命論に立ち返ること

とする 。

（２０７）
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３． 「ドイツの特殊な道」論再考

　「ドイッの特殊な道」をめぐる論争は，周知の通りイギリスの２人の歴史家，ブラックバーン

とイリーによる著書『ドイッ歴史叙述の神話　　１８４８年の挫折したフルジョア革命　　』（１９８０
３４）

年）を発端として展開した。ヴェーラーを旗頭とし，１９７０年代以降国際的影響を及ぼしつつ展開

した「批判的」歴史学と呼ばれるドイッ近代史研究の潮流，そしてそこに顕れた「ドイツの特殊

な道」論的歴史叙述に対し，２人の著者のつきつけた批判は概ね次のようなものであ った 。

　すなわち，「特殊な道」論は，ナチスの政権獲得を西欧的，とくにイギリス的発展からの逸脱

に起因するものと捉え，この逸脱の決定的原因を，とりわけ自由主義的ブルジ ョアジーの弱体 ，

ユンカーを中心とする旧権力者層の政治的支配に彼らが屈したことによる前工業的支配 ・社会秩

序の継続に求めるが，このような理解はドイツ近代史を不当に歪めるものである 。そこでは，封

建貴族に対立する階級として現れたフルジョアジーの主導下に闘われた革命のなかで自由民主主

義的政治体制が実現される ，というブルジ ョア革命像を想定したうえで，そうした革命が成功し

たイギリス ・フランスと失敗したドイッが対比されるが，しかしイギリス ・フランスの革命につ

いても ，それぞれの国の歴史家の多くはこうした革命像を現在では放棄してしまっている 。帝政

期ドイツにおける大企業家と大土地所有者との右翼志向的政治同盟は，議会主義的民主主義のさ

らなる発展が必然的に社会主義的左翼を有利にするという当時の状況のなかで，両者が政治的利

害を合理的に算定した結果であり ，「前工業的」伝統の存続によるものではない。また，新旧両

支配階級の共生，これによって形成された新エリートが貴族主義的要素を濃厚に帯びつづけると

いう事態は，ドイッに限らずイギリスでも同様である 。ただしこのなかで，ドイツにおいても国

家公民（Ｓｔ。。ｔ．ｂｕ．ｇ。。）の法的平等をはじめとする法治国家の原則が定着し，自立的な公共性（結

社活動等）が展開するなど，市民社会のすべての領域にわたりブルジ ョアジーのヘゲモニー が確

立していった。したがってｒブルジ ョアジーの封建化」というｒ特殊な道」論の主張は適切でな

く， むしろｒ社会のブルジ ョア化」についてこそ語ることができる 。そもそもある国の発展を

「正常な道」とし，そこからの「逸脱」を云々するような議論の仕方が問題である 。「本来，一般

的に『いかなる特有なケース』も存在しない。もっと適切にいえば，あらゆるケースが特有なケ
　　　　３５）
一スである 。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６）
　こうした問題提起をうけて，以後活発な論争が展開し，そのなかで，かつての通説の修正をも

含む比較史的研究の新たな成果が生まれた。その代表的なものとして，以下ではコッカを主導者

とする市民層研究，そしてその一部を成すランゲウィーシェの自由主義研究にふれておく 。

　　　　　　　　　　３７）
　まずランゲウィーシェ。 彼によれば，政治運動としての自由主義が追求したのは，制度化され

法的に保証された政治参加であり ，それは一方で，政治参加を拒絶する絶対主義的国家権力に反

対するとともに，他方，ｒ下から」の暴力の行使にも否定的であ った。こうした自由主義がどの

程度政治的影響力を行使しうるかは，各国における制度的枠組み，とりわけ議会のありように大

きく規定される 。

　たとえばイギリスでは，すでに１７世紀の諸革命の結果，議会が支配秩序のなかで決定的位置を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０８）
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占めるようになり ，さらに，地方レベルの自治，国家官僚制の弱体，多様性 ・個人主義を促すよ

うな社会的 ・宗教的伝統（自由王義の王たる基盤は非国教徒 ｎ．ｎ。。ｎｆ．ｍ１．ｔにあ った）が，大陸諸国に

は見られない政治上の行動範囲をイギリスの自由主義者に与えた。フランスにも全国的議会は存

在したが，イギリスにおけるほと強力な議会活動の展開は見られず，また中央集権的国家権力の

下で，地方レベルでも白由主義者が社会的統合力を発揮しうるチャンスは限られていた。さらに

この国では，大革命以来，独自の「民衆の党ｐａ．ｔｉ　ｄｕ　ｐｅｕｐ１ｅ」を形成した共和主義が，自由主

義者の強力な競争相手として存在した。全国 ・地方のいずれのレベルでも独自の集団としての姿

を明確にしえなかったという点で，フランスの自由主義は，イギリス ，そして中欧 ・南欧と比較

しても特殊なケースを成す 。

　ドイッの場合は，１９世紀第３三半期まで統一国家を持たなかったという点で，イタリアやハン

ガリーと共通性を持つ（ハンガリーの場合は，ハプスブルク帝国のなかで民族としての自立が制約され

る）。 イタリア同様，トイツの自由王義者はまず各邦における改革運動として出発し ，１８３０／４０年

代以降，自由主義的立憲運動から広範な統運動が生まれた（ただしイタリアでは，ナポレオン戦争

後の王政復古下で，政治参加要求の高まりに対して国家機関は閉ざされたままであり ，社会の諸層が国家の

外， あるいは国家に敵対する行動に向かった。こうしてこの国は，秘密結社，セクト ，反乱，革命の試みの

典型的な国となる）。 自由王義者と民主主義者との分離も ，トイツに限らず，フランスやイタリア

でむしろより強度に現れた現象である 。１８４８／４９年の革命において「左」の側の脅威が強まると
，

自由主義者は国家 ・杜会秩序の全面的転覆を恐れて「改革」の範囲に変革を抑えようとするが ，

これもドイツのみならず，フランスやイギリス ，そして程度の差こそあれハンガリーでも見られ

るところである 。したがって，少なくともこの時点ではなおドイッ自由主義の「特殊な道」につ

いて語ることはできない 。

　ただし，１９世紀第３三半期に状況は根本的に変化する 。イタリアやハンカリーとともに，この

時期にドイツは統一国家を樹立するのであるが（ハンガリーは，オーストリァ ・ハンガリー 二重帝国

という枠組みのなかでの国家内自立を獲得），しかしその際，西欧諸国のみならずイタリアやハンガ

リーとも異なるトイソ自由主義の「特殊な発展Ｓｏｎｄｅｒｅｎｔｗ１ｃｋ１ｕｎｇ」を導く事態が現れる 。すな

わち ，帝国創立とともに導入された男子普通選挙権によって，トイノでは，完全な議会制化抜き

の民主化が実現されることになる 。他のヨーロッパ諸国の場合順序は通常逆であり ，まず議会制

が実現されてから段階的に選挙権の民主化が進められた（ただしロシアではこのいずれも欠如したま

まだった）。 この結果，ドイソの自由王義者は，高度に組織されたｒ大衆的政治市場」と早期に向

き合わねばならなくなったのである 。また，第一次世界大戦までに，一時的にせよ（イギリス ，

フランス）一貫してにせよ（イタリァ，ハンガリー）政権への参加機会を持った他の諸国の自由主

義者と異なり ，議院内閣制の欠如の下，ドイツの自由王義者には政権与党となる可能性が制度的

に閉さされていた。「下から」と「上から」の強力な圧力にさらされ，自由主義の統合力は他の

諸国に比してより早く減退した 。

　こうしてランゲヴィーシエは，帝国創立以後に初めてドイツ自由主義の特殊性について語りう

ると主張する 。ただし注意すべきは，この特殊性を探る彼の思考のプロセスが，イギリス ・フラ

ンスの「正常な」発展からのドイノ近代史の逸脱を「前工業的なるものの連続性」によって説明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８）
し， 「なぜドイツはイギリスでなかったのか」と問うような思考パターンとは異質なことである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０９）
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ランゲヴィーシェ 的考察に従って，たとえばイギリス，あるいはフランスやイタリアの特殊性を

析出することは十分に可能だろう 。彼の言うドイツのｒ特殊性」はむしろｒあらゆるケースが特

有なケースである」という発想に立つものと理解しうるのであり ，上の議論のなかで彼がｒ特殊

な道Ｓｏｎｄｅｒｗｅｇ」の語を避け，ｒ特殊な発展」について語っているのもその表れと言ってよいか
　　　　３９）
もしれない 。

　　　　　　４０）
　つぎにコッカ 。西欧諸国はもとより ，アメリカ合州国，ロシア，ハンガリー ポーランド，ス

ウェーテンなどまでを含む比較史的な共同研究の成果を踏まえて，彼は，１９世紀ヨーロソパにお

けるｒ市民層Ｂｕｒｇｅ並ｕｍ」の内容を次のように概念規定する 。すなわちｒ市民層」は，上下の

敵対者（上＝貴族 ・教会権力，下＝労働者 ・プロレタリアートから ，ときには下層中間層までを含む下層

民）と区別され，独自の文化 ・生活様式（自治 ・自由 ・勤勉などのモラル，教育の重視，芸術の尊重 ，

愛情によっ て結ばれる私的領域としての家族，独自の礼儀作法 ・服装）を共有する杜会層である 。「経済

市民層Ｗ１ｒｔｓｃｈａｆｔｓｂｕｒｇｅれｕｍ」（マルクス王義的意味でのフルジョアジー）と「教養市民層

Ｂ１ｌｄｕｎｇｓｂｉｒｇｅｒｔｕｍ」がその中核を成し，さらに中小の自営業者（旧中問層）および職員（新中問

層）が周辺に位置する 。注意すべきは，これら市民層を構成する諸階層が単一の「階級」には属

さず（「階級」規定の重要な一要素である生産手段の所有について見れば，必ずしもこれを持つとは限らな

い「教養市民層」がＢｕ．ｇ。れｕｍの重要な一部として含まれる），教育や所得 ・社会的出自においても多
　　　　　　　　　　　　　　４１）
様な層を含んでいたことである 。

　「市民層」の概念をこのように規定した上で，コッカは次のような比較史的見取り図を提示す

る。 すなわち ，貴族の伝統が弱く ，あるいはまったく欠如していたところ（スイス，合州国など）
，

封建制の解体 ・農業の商業化が早期に進んだ結果，貴族と市民，都市と農村の相違が早くから失

われていったところ（イギリス ，スウェー デンなど）では，独自の階層としての市民層の形成はあ

まり進まなかった。これとは逆に，都市と農村の区別が明確で，中世以来の都市ならびに都市市

民の伝統，貴族的 ・封建的伝統が根強く残存するとともに，啓蒙思想の影響を強く受け，さらに

民族的 ・宗教的同質性が強いところ ，つまりドイッ ・中欧でこそ市民層の形成は明確であ った 。

したがって，ドイツにおける「市民性の不足Ｄｅ丘ｚ１ｔ　ａｎ　Ｂｕｒｇｅｒ１１ｃｈｋｅ１ｔ」というかつての通説は

放棄されねばならない 。

　ただし　　とコソカは言う　　ｒ特殊な道」テーゼの核心はなお意味を失ってはいない。たと

えばブルジ ョアジーのｒ封建化」テーゼについて，貴族と市民層上層との新エリートヘの融合は

確かに全ヨーロッパ的現象（スイスを除く）と言えるが，ただしイギリス ，フランス，そしてイ

タリアにおけるこうした融合が，ドイッやオーストリア，さらに中欧東部やロシアに比べてはる

かに市民的な条件のもとで進んだことは明らかである 。たとえばフランスでは，明確に独自な身

分としての貴族は大革命によって消滅し，革命による「市民化の進展Ｖｅｒ
ｂｕ．ｇｅ．１１ｃｈｕｎｇｓｓｃｈｕｂ」

の結果として，名望家という貴族 ・市民上層の混成集団が現れた。また，都市貴族的性格を持つ

イタリアの貴族層はプロイセン ・ドイツの貴族のような支配の伝統を持たず，とくに北イタリア

では，封建制はフランスやイギリス同様早期に解体していた。そしてイギリスでは，貴族と市民

層の境界がきわめて早くから不分明になるなかで，農村に住む貴族の問にさえ商業指向 ・都市的

精神が浸透していた 。

　いまひとつ，先にふれたようにドイツにおいては，他と区別される独自の階層としての市民層

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１０）
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の存在がとりわけ明確に看取されるのであるが（逆に言えば，フランスやイギリスに比して，貴族 ・

市民上層の共生がわずかしか進行していなか った），しかしこのことは，市民層の社会的統合力が限ら

れていたことの半面でもある 。たとえば自由主義は，ここでは市民層以外の杜会層（たとえば労

働者）に容易に浸透しえなか った。さらに，ドイツの市民層に顕著な国家 ・官僚制への志向 ・依

存も ，この国の市民社会に独自の刻印を与える要因となった 。

　こうしてコッカは「特殊な遣」テーゼを擁護する 。ただし留意すべきは，次のような彼の発言

である 。すなわち，「ドイッの特殊な道」という表象は，ナチスによる政権獲得の歴史的原因を

探ると言う問題設定に立つ限りでのみ意味を成すのであり ，「他のテーマについて別の問題提起

をもって史的比較を行う場合…… そうした表象は余り有益ではなく ，しばしば誤りに導くもので

ある 。もちろんある意味ではすべての国　　およぴすべての地域　　がその特殊な道を持ってい

る。 それは正しいが，しかし同時に陳腐であって，それを土台として大きなテーゼを構築するこ
　　　　　４２）
とはできない」。

　同じ個所でコッカは，ナチス ・ドイツの時代がドイツ史のみならずヨーロッパ，さらに世界の

歴史に深い影響を及ぽした（及ぼしている）という事実を否定しえない隈り ，「１９３３年」を基本視

点とする「特殊な道」的問題設定は，今日でもなお歴史研究の一つの有効なアプローチとして意

味を持つ，と述べている 。ただしそれは　　コソカにとっ ても　　あくまで一つのアプローチで

あり ，別の問題設定からする研究の可能性 ・重要性が否定されるわけではもとよりない。実際 ，

彼の「市民層」研究は，近代市民社会の歴史的評価という ，ナチスのみには集約しきれない問題
　　　　　　　　　４３）
設定から出発しており ，また，ランゲヴィーシェ の場合と同じく ，ドイツのみならず他の諸国

（および地域）についても ，それぞれの市民社会の「特殊な道」を析出することが可能な思考のプ
　　　　　　　　　　　４４）
ロセスがそこには見られる 。

　歴史研究に複数のアプローチがありうることは当然である 。しかし，いずれの場合でも ，われ

われを歴史に向かわせる ，その根底にある問題意識それ自体の今日的意義が問われさるをえない 。

おわりに

　最後にいま一度，ｒブルジ ョア革命」論について検討を加えて稿を閉じることにしよう 。ｒブル

ジョア革命」論は，史実に合致しない理論的枠組みとして葬り去られるほかないのだろうか 。

　革命の主たる担い手ならびに目標設定がブルジ ョア：市民的であることをもっ て「ブルジ ョア

革命」概念を規定する限り ，それはやはり史実との大きな隔たりを否定しえない。しかし問題は ，

一定の要件を基準にして，ある革命が「ブルジ ョア革命」であったか否かを決する思考法それ自

体にあるのではないか。封建的諸特権の廃棄を目標とする闘争が１８４８／４９年革命下の諸運動の一

部を成していたこと ，またブルジ ョア＝ 市民層（ただしその内容は，コッカの研究に示されるように

マルクス主義的ブルジ ョァジー＝資本家に限らない）が同じ運動の担い手の一部を構成していたこと

は， 「ブルジ ョア革命」概念の使用に否定的な論者によっても確認されている（たとえばガイルス

による「新エリート」の規定を想起せよ）。 革命は「ブルジ ョア革命」的要素を内包していた。「ブル

ジョア革命」であったか否か，ではなく ，どの程度（あるいはどのような側面で）「ブルジ ョア革

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１１）
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命」的であったかを問題にするのであれば，この概念は，たとえば他の諸革命とのより史実に即

した比較，あるいは一つの革命が，その推移のなかでブルジ ョア（市民）的性格を強めたり弱め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５）
たりする変化の様相を描き出すための有用な手段となりうるのではないか 。

　資本主義あるいは近代市民社会の発展に適合的な社会をもたらした，という結果によって「フ

ルジ ョア革命」を規定しようとする立場に対しても ，同様の柔軟化が可能である 。先に見たヴェ

ーラーの総括に従えば，１８４８／４９年のドイッ革命は，その直接 ・問接の結果として，封建制の解

体， 資本主義的産業化，階級形成，立憲国家の形成，諸社会層の「政治化」などを推し進めたの

であり ，「結果」によって「ブルジ ョア革命」か否かを決しようとする立場からすれば，この革

命も　政治運動としての敗北にもかかわらず　　成功したｒフルジョア革命」ということにな

りかねない。むしろ ，資本主義，あるいはより広く近代社会の生成 ・発展にとってそれぞれの革

命がとあ桂産影響を及ぼしたか，という設問を以って史実に向かうことにより ，近代の諸革命の

適切な比較が可能になるのではないか。たとえばフランス大革命は，すでに１９世紀初頭から政

治・ 杜会制度の近代化を推し進めてきたドイツ諸邦の革命に比して，近代社会への移行にとって
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４６）
はるかに大きなインパクトを及ぼしたはずである 。

　ｒどの程度」という問題は，ｒどのように」という質の問題と一体として考察されなければ空疎

な量的比較　　そうしたものがたとえ可能であ ったとしても　　に終わる 。わが国の経済史学が

提起してきたｒプロシア型」という概念，あるいはドイツにおけるｒ特殊な道」論において議論

されてきた内容は，まさにこの質を問題とするものであ った。ただしｒ特殊な道」論的視角に立

つ場合でも ，１８４８／４９年革命のドイッ近代史における転機としての意味づけは，今日ではかつて

より相対化されている 。ヴェーラーは言う 。「近代へのドイッの〈特殊な道〉の最も決定的な諸

条件は，＜ドイッの二重革命＞〔産業革命と政治革命（１８４８／４９年革命および１８７１年のドイッ帝国創設と

いう「上からの革命」）。 時期的には１８４５～１８７３年〕の過程で，とくにその第二段階で姿を現した 。

…・・４８年革命の挫折もまた，その後ｊ；ら良じ
・事態に転換する可能性を最終的に閉ざしたわけでは

　　　４７）
なか った。」（〔〕内および強調は引用者）

　「より良い」という評価に関連して，ヴェーラーは，歴史の説得力ある判断は，研究者自身の

規範的決断 ・価値判断を伴う「現在の立場」，「明日への視角」なしでは不可能である ，と述べ ，

その上で，「多くの過ちから自由でないとはいえ，自身の誤りから学び，それを自身の力で平和

的に修正する能力を最もよく示すこれまでで最も柔軟な制度」として自由主義的 ・民主主義的議
　　　　　　　　　　　　　　４８）
会制を擁護する立場を示している 。コソカもまた，「特殊な道」論的問題設定の背後に，「ファシ

ズム対民主的法治国家」という選択肢において後者をより優れたものとする価値判断が含まれて
　　　　　４９）
いる ，と言う 。

　歴史研究における価値判断の意味について，わが国の戦後歴史学もまた無自覚ではなかった 。

高橋幸八郎は，彼の進めようとする近代杜会成立史の分析が「近代杜会もしくは近代資本主義の

六今色の一面のみを強調しているのではないか」（強調原文）というありうべき疑問を自ら立て
，

「われわれが封建的土地所有に対して近代資本主義の歴史的進歩的意義を指摘しなければならな

かった限り ，たしかにそうなのである」と答えている 。そしてこのｒ歴史的進歩的意義」は，何

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０）
よりｒ直接生産者の人格的白律＝個性の自由」を解き放ったことに求められる 。

　戦時下の苦い思いと ，日本（そしておそらくは彼自身）の新生への渇望とが，高橋のこうした立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１２）
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場の背後にあったことはあらためて指摘するまでもなかろう 。歴史との対話は現在との対話に他

ならない 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注
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１０）藤田はオストプロイセンの事例に即して議論を展開しているが，マルク ・ブランデンブルクのボイ

　ツェンブルク領（ウッカーマルク）に関するＨ．ハルニッシュの研究（東エルベ農村史の実証研究と

　して現在でもなお最高のもの）においても ，同様の事態が　　藤田が論じる１８世紀よりさらに以前に

　遡って　　確認されている 。

　　マルク　フランデンフルクでは，１６世紀に商業的穀物生産が拡大するに伴い，領王農場建設の最初

　の波が訪れた。ボイツェンブルク領でもいくつか分農場（Ｖｏｒｗｅｒｋ）が開設されたが，これら領主

　農場の労働力となる農民の労働地代および生産物地代を統一するため，農民保有地規模の均等化が進

　められた。その後，三十年戦争による荒廃からの回復過程で農民保有地規模 ・地代負担の分化が顕著

　になったが，１８世紀初め以降，領主層はこうした分化を阻止し，同世紀の半ばまでには各村落内の農

　民保有地規模は再びほぼ均等となった。農民層分解が急速に進むのは，１９世紀初めの農業改革の結果 ，

　農民が土地所有権を獲得し，その売却が可能になって以後のことである 。Ｈ　Ｈａｍ１ｓｃ
ｈ， Ｄ１ｅ　Ｈｅｒｒ
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９５，２０２ｆ，２５３，２５６

　農村下層民について。すでに１６世紀の段階で，領主農場には，程度の差こそあれ農民の賦役労働に

依拠する部分経営（Ｔｅ１１ｂｅｔｒｌｅｂ）と雇用労働者によって農作業を行う自己経営（Ｅ１ｇｅｎｂｅｔｒ１ｅｂただ

し１８世紀にはその多くが小作に出された）との二つのタイプがあり ，三十年戦争までの時期には前者

が中心だったが，その後部分経営は後退し，白己経営がその比重を大きく高めた。この領主自己経営 ，

そして農民のもとで労働者として働いたのは，土地をもたない農村下層民（Ｅｍ１１ｅｇｅｒ，Ｋｎｅｃ
ｈｔｅ

，

Ｍａｇｄｅ， Ｊｕｎｇｅｎ 零細農：Ｋｏｓｓａｔｅｎ は三十年戦争後急減し，わずかに残った彼らの保有地規模はフー

フェ 農のそれと変わらなくなっていた）であり ，遅くとも１８世紀前半には，彼らはボイッェンブルク

領で最も多数を占める階層となっていた。これら農村下層民の社会的出自についてハルニッシュは ，

彼らのほとんとがフーフェ農の長男以外の息子たち（子相続制のもとで父親の土地を継くことがで

きない），そして農家に嫁がなかった農民の娘たちであった，と指摘している（農民層分解の結果分

出されたものではない！）。１６世紀には，無利用地の開墾によって下層民が小農となることが可能で

あったが，耕地内部に無利用地がほとんどなくなった１８世紀には，こうした「上昇」は繰り返されな

かった。Ｅｂｄ
．，
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また，東エルベ農村についてのわが国の最新の研究として，飯田恭「農場 ・財産 ・家族　１７０Ｇ－１８２０

　　フランデンフルクの二村落マンカーとウストラウ（ルピン郡）の対比　　」『経済研究』（成城大

学）１４４（１９９９）。

　ただしライン地方やザクセンは　　わが国の既存の研究に従うならぱ，という限定つきで　　「両

極分解」的な資本主義化をたどったものと藤田は捉え，こうした
一二蔀あ地方と ，それ以外の広範な地

帯における別様の近代化の経路を対比している 。藤田，１５ぺ一ジ。農民層分解論の見直しについて ，

さらに肥前栄一「北西トイソ農村定住史の特質　　農民屋敷地に焦点をあてて　　」『経済学論集』

（東京大学）５７－４（１９９２年），とくに９（注５９），２２－２３ぺ一ジを参照。また，最新の研究成果とし

て， 平井進「近世末北西トイソの下層人口問題と村落社会秩序　　オスナフリュソク司教領の定住管

理に注目して　　」『社会経済史学』６６　１（２０００）。

ＷＣｏｎｚｅ，Ｖｏｍ “Ｐｏｂｅ１”
ｕｍ

“Ｐｒｏ１ｅｔａｒｌａｔ ’’

Ｓｏｚ１ａ１ｇｅｓｃｈ１ｃｈｔ１１ｃｈｅ Ｖｏｒａｕｓｓｅｔｚｍｇｅｎｆｕｒ ｄｅｎＳｏｚ１ａ１１ｓ

ｍｕｓ　ｍ　Ｄｅｕｔｓｃｈ１ａｎｄ，ｍ　ｄｅｒｓ ，Ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔ －Ｓｔａａｔ －Ｎａｔ１ｏｎ　Ｇｅｓａｍｍｅｌｔｅ　Ａｕｆｓａｔｚｅ，Ｓｔｕｔｔｇａ討，１９９２

（ｚｕｅｒｓｔ１９５４） ，Ｓ２２０伍

　良知力『向う岸からの世界史　　　つの４８年革命史論　　』未来社，１９７８年。８１ぺ一ジ以下。良知

の議論を引き継いだ１８４８年革命研究として，増谷英樹『ビラの中の革命　　ウィーン ・１８４８年　　』

東京大学出版会，１９８７年 ，川越修『ベルリン　王都の近代　　初期工業化 ・１８４８年革命　　』ミネル

ヴァ 書房，１９８８年。良知の研究は，ウィーンの市街戦で反革命軍の犠牲となったのがこれらプロレタ

リアート（棄民）であり ，しかも彼らのかなりの部分がスラヴ系だ ったこと ，一方，反革命軍の大部

分もまた，宮廷に雇われたクロアチア人ないしスラヴ系の兵士だったことを明らかにすることにより ，

革命史研究に民族（「歴史なき民」としてのスラヴ系諸民族）の問題を導入した点でも画期的だった 。

ただしこの論点は，その後の諸研究で十分には深められていない 。

　柳澤治『ドイツ三月革命の研究』岩波書店，１９７４年
。

　同上，１３７ぺ一ジ
。

　同上，１４０－１５４ぺ一ジ
。

　同上，１４５，１５１ぺ一ジ
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１４）



　　　　　　　　　　１８４８／４９年のドイッ革命と比較近代史研究の展開（山井）　　　　　　　　　　３５

１８）Ｋ　Ｒ１ｅｓ，Ｂａｕｅｍ　ｍｄ１ａｎｄ１１ｃｈｅ　Ｕｎｔｅｒｓｃｈ１ｃｈｔｅｎ，ｍ　Ｃ　Ｄｌｐｐｅｒ／Ｕ　Ｓｐｅｃｋ（Ｈｇ），１８４８Ｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎ

　ｍＤｅｕｔｓｃｈ１ａｎｄＦｒａｎｋｆｕれａ Ｍ／Ｌｅ１ｐｚ１ｇ１９９８，Ｓ２６２丘 ，ＣＤｌｐｐｅｒ，Ｒｅｖｏ１ｕｔｌｏｎａｒｅ Ｂｅｗｅｇｕｎｇｅｎａｕｆ

　ｄｅｍ　Ｌａｎｄｅ　Ｄｅｕｔｓｃｈ１ａｎｄ，Ｆｒａｎヒ
ｒｅ１ｃ

ｈ， Ｉｔａ１１ｅｎ，ｍ　Ｄ　Ｄｏｗｅ／Ｈ －Ｇ　Ｈａｕｐｔ／Ｄ　Ｌａｎｇｅｗ１ｅｓｃｈｅ（Ｈｇ）
，

　Ｅｕｒｏｐａ１８４８．Ｒｅｖｏ１ｕｔｉｏｎ　ｍｄ　Ｒｅｆｏｍ，Ｂｏｍ１９９８，Ｓ．５５６－５６６； 藤田 ，１１０－１１９，１７２－１８５，２６０－

　２８５ ．

１９）同様の「反封建的」農民蜂起はさらにチューリンゲン諸邦など中部ドイッにまで広がり ，ここでも

　民王王義者との同盟が成立している 。Ｒ１ｅｓ，Ｂａｕｅｍ　Ｓ２６６

２０）革命期のシュレージェンはプロイセンで最も不穏な州となり ，民王王義者が王導して設立された農

　村協会Ｒｕｓｔｉｋａ１ｖｅｒｅｉｎｅ は， 約２００の地区協会に２０万人を擁する巨大な大衆組織となった。この運動内

　部に農民 ・下層民問の利害対立がなかったわけではない。農村協会内で当初優位にあ ったのは比較的

　富裕な農民や村役人であ ったが，１８４８年１２月に政府＝が封建的賦課租の無償廃棄を約束すると ，彼らは

　運動から退く 。一方，小農およぴ下層民は，土地分割，賃上げ，木材伐採権　森林用益権　放牧権の

　復活などの要求を強めたが，結局成呆をあげることなく終わ った 。Ｅｂｄ
．，

Ｓ． ２６８ｆ
．； 柳澤，１５１ぺ一ジ 。

　「農村協会」についての本格的研究は，まだない 。

２１）１６のタイプとそれぞれの件数は以下の通り 。１ ．反封建的農民暴動（１３２），２ ．農村下層民の暴動

　（６８），３ ．盗人，犯罪者，その他アウトサイダーに対するリンチ（９），４ ．「王座と祭壇」暴動（革

　命の主導的人物に対する教会 ・国王 ・祖国の名による集団的暴力行為）（８１），５ ．反ユダヤ人暴動

　（４５），６ ．宗教暴動（諸宗派問の衝突）（１４），７ ．飢餓暴動（１４２），８ ．政治的含意を持つシャリバ

　リ（１３４），９ ．自治体暴動（自治体行政を握る名望家層に対する暴動）（１１７），１０．手工業者暴動

　（１４） ，１１．機械打ち壊し（１７），１２．労働者の紛争（労働条件改善を求めるストライキ等の行動，仕

　事を求める失業者の暴動，仕事の獲得をめぐる労働者問の争い）（９６） ，！３．学生暴動（９），１４．「大

　政治」の諸問題に関わる行動（狭義の「政治」に関わる大衆行動）（２５２），！５警察　軍隊等による

　弾圧を契機とする闘争（２８２），１６．その他（４１），それ以外に不明（３３）。 Ｍ　 Ｇａｉ１ｕｓ，ＳｔｒａＢｅ　ｕｎｄ

　Ｂｒｏｄ　Ｓｏｚｌａ１ｅｒ　Ｐｒｏｔｅｓｔ　ｍ　ｄｅｎ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｓｔａａｔｅｎ　ｕｎｔｅｒ　ｂｅｓｏｎｄｅｒｅｒ　Ｂｅｒｕｃ
ｋｓ１ｃｈｔｌｇｕｎｇ　ＰｒｅｕＢ

ｅｎｓ

　！８４７－１８４９，Ｇ６ｔｔｉｎｇｅｎ１９９０，Ｓ．９０ｆ
．，

１１４ｆ
．，

１８７丘．Ｖｇｌ．ｄｅｒｓ
．，

Ｄｉｅ　ＳｔｒａＢｅ，ｉｎ： Ｄｉｐｐｅｒ／Ｓｐｅｃｋ（Ｈｇ
．）

，

　１８４８，Ｓ１５５丘 ，ｄｅｒｓ ，Ｄ１ｅ　Ｒｅｖｏ１ｕｔｌｏｎ　ｖｏｎ１８４８ａ１ｓ
，，

Ｐｏ１１ｔｌｋ　ｄｅｒ　ＳｔｒａＢ ｅ“ ｍ　Ｄｏｗｅ／Ｈａｕｐｔ／Ｌａｎｇｅ

　ｗｉｅｓｃｈｅ（Ｈｇ
．）

，Ｅｕ．ｏｐａ１８４８，Ｓ．１０２１伍．ガイルスの著書の紹介として，拙稿「ドイッ三月革命をどう

　捉えるか　　『フルジ ョア革命』論をめくる若干の考察　　」『立命館経済学』４３－３（１９９４年）
，

　１９９ぺ一ジ以下を参照 。

２２）　Ｇａｉ１ｕｓ，Ｓ位ａＢｅ　ｕｎｄ　Ｂｒｏｄ，Ｓ．１２０，１９１ｆ

２３）　Ｅｂｄ
．，

Ｓ． １８９ｆ

２４）Ｅｂｄ ，Ｓ１７０－１７３，１９２ －１９４，５００Ｖｇ１Ｒ　Ｗｌｒｔｓ，Ｄｌｅ　Ｂ
ｅｇｒ１伍ｓｖｅｒｗｌｒｒｍｇ　ｄｅｒ　Ｂａｕｅｍ　ｍ　Ｏｄｅｎｗａ１ｄ

　１８４８０ｄｅｎｗａ１ｄｅｒ　Ｅ
ｘｃｅｓｓｅ

‘ｕｎｄ　ｄ１ｅ　Ｓｍｓｈｅｌｍｅｒ ，ｒｅｐｕｂ１１ｋａｎ１ｓｃｈｅ　Ｓｃｈ１１ｄ
ｅｒｈｅｂｕｎｇ

‘， ｍ　Ｄ　Ｐｕｌｓ（Ｈｇ）
，

　Ｗａｈｍｅｈｍｕｎｇｓｆｏｍｅｎ　ｕｎｄ　Ｐｒｏｔｅｓｔｖｅｒｈａ１ｔｅｎ，Ｆｒａｎｋｆｕｒｔ　ａ　Ｍ１９７９，Ｓ８１伍 ，Ｄ　Ｌａｎｇｅｗ１ｅｓｃ
ｈｅ，Ｄ１ｅ

　Ａｇｒａｒｂｅｗｅｇｕｎｇｅｎ　ｍ　ｄｅｎ　ｅｍｐａ１ｓｃｈｅｎ　Ｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎｅｎ　ｖｏｎ１８４８，ｍ　Ｊ　Ｈｅ１ｄｅｋｍｇ　ｕ　ａ（Ｈｇ），Ｗｅｇｅ

　ｍ　ｄ１ｅ　Ｚｅ１ｔｇｅｓｃｈｌｃｈｔｅ　Ｂｅｒ１ｍ／Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ１９８９，Ｓ２７６ｆ

２５）　Ｄ　Ｌａｎｇｅｗ１ｅｓｃ
ｈｅ，Ｄ１ｅ　ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎ　ｖｏｎ１８４８／４９ｕｎｄ　ｄ１ｅ　ｖｏｒｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎａｒｅ　Ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔ

　Ｆｏｒｓｃ
ｈｕｎｇｓｓｔａｎｄ　ｕｎｄ　Ｆｏｒｓｃｈｕｎｇｓｐｅｒｓｐｅｋｔ１ｖｅｎ，Ｔｅ１１ＩＩ，ｍ　Ａｒｃ

ｈ１ｖ　ｆ甘Ｓｏｚ１ａｌｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ３１（１９９１） ，Ｓ

　３３３，４４２ｆ ，ｄｅｒｓ ，Ｒｅｖｏｌｕｔｌｏｎ　ｍ　Ｄｅｕｔｓｃｈ１ａｎｄ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｓｔａａｔ－ Ｎａｔ１ｏｎａ１ｓｔａａｔ－ Ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔｓｒｅ

　ｆｏｒｍ，ｍ　Ｄｏｗｅ／Ｈａｕｐｔ／Ｌａｎｇｅｗ１ｅｓｃｈｅ（Ｈｇ） ，Ｅ皿ｏｐａ１８４８，Ｓ１６８ｆ ，１８６ －１９０

２６）　Ｇａｉ１ｕｓ，ＳｔｒａＢｅ　ｕｎｄ　Ｂｒｏｄ，Ｓ．６０ －６４，５０６£Ｖｇｌ．Ｈ．Ｒｅｉｆ，Ｄｅｒ　Ａｄｅ１，ｉｎ： Ｄｉｐｐｅｒ／Ｓｐｅｃｋ（Ｈｇ
．）

，１８４８
，

　Ｓ．２１６．なお，藤田が明らかにしたような共同体（ゲマインデ）成員たる農民と非成員たる下層民と

　の対立は，ガイルスの場合事実としては確認されつつも ，上の三極構造という対抗図式のなかに明示

　的には組み入れられていない。農民 ・下層民間の対立について，藤田，前掲書のほか，Ｊ．Ｍｏｏｓｅｒ
，

　Ｌ
ａｎｄ１１ｃｈｅ　Ｋｌａｓｓｅｎｇｅｓｅ１ｌｓｃｈａｆｔ１７７０－１８４８Ｂａｕｅｍ　ｕｎｄ　Ｕｎｔｅｒｓｃｈ１ｃｈｔｅｎ，Ｌａｎｄｗ１ｒｔｓｃｈａｆｔ　ｕｎｄ　Ｇ

ｅｗｅｒ
ｂｅ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１５）



３６　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４９巻 ・第３号）

　　ｍ　ｏｓｔｌ１ｃｈｅｎ Ｗｅｓｔｆａ１ｅｎ，Ｇｏｔｔｍｇｅｎ１９８４，Ｓ３４２丑を参照。また，都市内部の同様の対立について，藤

　　田幸一郎『都市と市民社会　　近代トイソ都市史　　』青木書店，１９８８年 ，川越，則掲書を参照 。

　２７）Ｇａ１１ｕｓ，ＳｔｒａＢｅ　ｍｄ　Ｂｒｏｄ，Ｓ５１３－５１６（引用はＳ５１６）

２８）Ｖｇ１Ｔ　Ｍｅｒｇｅ１／Ｃ　Ｊａｎｓｅｎ，Ｖｏｎ・
ｄｅｒ　Ｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎ・ｚｕルｄｅｎ　Ｒｅｖｏｌｕｔｍｅｎ・ Ｐｒｏｂｌｅｍｅ　ｅｍｅｒ　Ｉｎｔｅｒ

　　 ｐｒｅｔａｔ１ｏｎ　ｖｏｎ１８４８／４９，ｍ　Ｃ　Ｊａｎｓｅｎ／Ｔ　Ｍｅｒｇｅｌ（Ｈｇ），Ｄ１ｅ　Ｒｅｖｏ１ｕｔｌｏｎｅｎ　ｖｏｎ１８４８／４９Ｅｒｆａｈｒｍｇ

　　 －Ｖｅｒａｒｂｅ１ｔｍｇ －Ｄｅｕｔｍｇ，Ｇｏｔｔｍｇｅｎ１９９８，Ｓ７伍 ，ＷＳ１ｅｍａｍ，Ｔｈｅｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎｓｏｆ１８４８－４９ａｎｄｔｈｅ

　　 ｐｅｒｓ１ｓｔｅｎｃｅｏｆｔｈｅｏ１ｄ ｒｅｇｌｍｅｍＧｅｍａｎｙ（１８４８－１８５０），ｍＭＦｕ１ｂｒｏｏｋ ｅｄ ，Ｇｅｍａｎ
Ｈｌｓｔｏｒｙｓｍｃｅ

　　 １８００，Ｌｏｎｄｏｎ／Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ／Ｓ１ｄｎｅｙ／Ａｕｃ
ｋｌａｎｄ１９９７，ｐ１０９ ，Ｃ　Ｄ１ｐｐｅｒ／Ｕ　Ｓｐｅｃｋ， Ｖｏｒｂｅｍｅｒｋｕｎｇ

，

　　ｍ　Ｄ１ｐｐｅｒ／Ｓｐｅｃｋ（Ｈｇ），１８４８，Ｓ７

　２９）　Ｌａｎｇｅｗ１ｅｓｃ
ｈｅ，Ｄ１ｅ　ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｒｅｖｏｌｕｔ１ｏｎ，Ｓ４４２ｆ ，ｄｅｒｓ ，Ｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎ　ｍ　Ｄｅｕｔｓｃｈ１ａｎｄ，Ｓ１８９ｆ

３０）遅塚忠躬ｒフランス革命の歴史的位置」『史学雑誌』９１－６（１９８２年） ，３６，４２ぺ一ジ ，同『口ベス

　　ピエールとトリウィエ　　フランス革命の世界史的位置　　』東京大学出版会，１９８６年，３１２－３１３
，

　　３２５ぺ一ジ。ただし２番目の引用個所は，遅塚の引くＥ　Ｈカーの文章である 。遅塚の議論について ，

　　前掲拙稿，４６４ぺ一ジ以下を参照
。

３１）高橋肺民革命』 ，１４，１８－２１ ，２６－２７．３６３９，４３－４４ぺ一ジ。さらに，『近代社会成立史論』
，

　　１７３－１７７ぺ一ジを参照。なお，ルフェーヴルの著書の訳者である柴田三千雄と遅塚忠躬は，「ルフェ

　　 ーブルは，フランス革命が，資本主義に反対する民衆や農民をも含んだ四つの革命の複合体でありな

　　がら，結果において資本主義の発展に適合的な社会をもたらしたという意味で，それを一つのブルジ

　　 ョワ革命と見なしているのである」と述べており ，高橋の解釈とのズレが見られる 。ルフェーブル

　　『１７８９年　　フランス革命序論』岩波文庫，１９９８年，３８２ぺ一ジ 。

　３２）柳澤，２０９，２１５，２１８－２１９ぺ一ジ
。

３３）Ｈ －Ｕ　Ｗｅｈ１ｅｒ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，Ｂｄ２Ｖｏｎ　ｄｅｒ　Ｒｅｆｏｍａｒａ　ｂ１ｓ　ｚｕｒ　ｍｄｕｓｔｒ１ｅ１１ｅｎ

　　ｍｄ
　ｐｏ１１ｔｌｓｃｈｅｎ．Ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｄｏｐｐｅｌｒｅｖｏｌｕｔ１ｏｍ１８１５－１８４５／４９，Ｍｕｎｃ

ｈｅｎ１９８７，Ｓ７７４－７８３本書は
，

　　ドイツ近代史に関する研究史を総括するエンチクロペディ的性格を持っている 。革命の結果について

　　さらに，Ｒ１ｅｓ　Ｂ
ａｕｅｍ

，Ｓ２７０ｆ ，Ｈ －Ｇ　Ｈａｕｐｔ／Ｄ　Ｌａｎｇｅｗ１ｅｓｃ
ｈｅ，Ｄｌｅ　Ｒｅｖｏｌｕｔ１ｏｎ　ｍ　Ｅｕｒｏｐａ１８４８Ｒｅ

　　ｆｏｍ　ｄｅｒ　Ｈｅｍｓｃ
ｈａｆｔｓ－ ｍｄ　Ｇｅｓｅｌ１ｓｃｈａｆｔｓｏｒｄｎｍｇ －Ｎａｔ１ｏｎａ１ｒｅｖｏ１ｕｔｌｏｎ

－Ｗ１ｒｋｕｎｇｅｎ，ｍ　Ｄｏｗｅ／

　　Ｈａｕｐｔ／Ｌａｎｇｅｗ１ｅｓｃｈｅ（Ｈｇ），Ｅｕｒｏｐａ１８４８，Ｓ２８－４１をも参照
。

３４）Ｄフラソクポーン／Ｇイリー『現代歴史叙述の神話一トイノとイギリス　　』（望田幸男訳）晃

　　洋書房，１９８３年
。

３５）引用は同上，１０１ぺ一ジ。なおイリーは，「資本主義的生産関係の自由な再生産のための適切な法制

　　的 ・政治的機構の創出」とブルジ ョア革命概念を規定したうえで，こうした規定にしたがえば，１８６０

　　－７０年代の「上からの革命」の過程をブルジ ョア革命のドイッ的変種と理解することができる ，と述

　　べている 。同上，３７－３９，７１，７７ぺ一ジ。しかし，これは「革命」概念の過度のダイリューションで

　　あり ，彼自身批判している経済主義的マルクス主義と限りなく接近していると言わねばなるまい。概

　　してフラソクハーンの議論の方がイリーよりはるかに慎重であり ，両者の問題提起に対する批判者の

　　側からも好意的に受けとめられている 。Ｖｇ１Ｄ　Ｌａｎｇｅｗ１ｅｓｃ
ｈｅ，Ｅｎｔｍｙｔｈｏ１ｏｇ１・１ｅｒｍｇ　ｄ

ｅｓ・
ｄｅｕｔｓ

　　 ｃｈｅｎ　Ｓｏｎｄｅｒｗｅｇｅｓ．ｏｄｅｒ　ａｕｆ　ｄｅｍ　Ｗｅｇｅ　ｚｕ　ｎｅｕｅｎ　Ｍｙｔｈｅｎ？，ｍ　Ａｒｃ
ｈｌｖ　ｆｕｒ　Ｓｏｚ１ａ１ｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ２１

　　（１９８１），Ｓ．５２７旺

３６）松本彰「『ドイッの特殊な道』論争と比較史の方法」『歴史学研究』５４３（１９８５年），１ぺ一ジ以下

　　を参照 。

３７）　Ｄ　Ｌａｎｇｅｗｌｅｓｃｈｅ，Ｌ１ｂｅｒａ１１ｓｍｕｓ　ｕｎｄ．Ｂｕｒｇｅｒｔｕｍ　ｍ　Ｅｕｒｏｐａ，ｍ　Ｊ　Ｋｏｃｋａ（Ｈｇ），Ｂｕｒｇ餉ｕｍ　ｍ１９

　　Ｊａｈｒｈｍｄ帥Ｄｅｕｔｓｃｈｌａｎｄ　ｍ　ｅｕｒｏｐａｌｓｃｈｅｎ　Ｖｅｒｇ１ｅ１ｃｈ， Ｂｄ３，Ｍｕｎｃ
ｈｅｎ１９８８，Ｓ３６０伍さらに ，ｖｇ１Ｄ

　　Ｌａｎｇｅｗｌｅｓｃ
ｈｅ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｌ１ｂｅｒａ１１ｓｍｕｓ　ｍ　ｅ肚ｏｐａ１ｓｃｈｅｎ　Ｖｅｒｇ１ｅ１ｃｈ　Ｋｏｎｚｅｐｔｌｏｎ　ｕｎｄ　Ｅｒｇｅｂｎ１ｓｓｅ

，ｍ

　　ｄｅｒｓ（Ｈｇ），Ｌ１ｂｅｒａ１１ｓｍｕｓ　ｍ１９Ｊａｈｒｈｍｄｅ討，Ｇｏｔｔｍｇｅｎ１９８８，Ｓ１１伍 ，ｄｅｒｓ ，Ｌ１ｂｅｒａ１１ｓｍｕｓ　ｍ　Ｄｅｕｔｓｃ
ｈ－

　　１ａｎｄＦｒａｎｋｆ肚ｔａ Ｍ１９８８

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１６）
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３８）　ブラックボーン／イリー ６， １１ ，９２，１７０ぺ一ジ
。

３９）最近の共著論文でランゲヴィーシェは，現在では「『ドイッの特殊な道』という解釈モデルの古い

　形は捨て去られている」と述べている 。Ｈａｕｐｔ／Ｌａｎｇｅｗ１ｅｓｃ
ｈｅ，Ｄ１ｅ　Ｒｅｖｏ１ｕｔｌｏｎ　ｍ　Ｅ甘ｏｐａ，Ｓ３０

４０）　Ｊ　Ｋｏｃ
ｋａ，Ｂ皿ｇｅ肘ｕｍ　ｍｄ　ｂｕｒｇｅｒ１１ｃｈｅ　Ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔ　ｍ！９Ｊａｈｒｈｍｄｅｒｔ　Ｅｕｒｏｐａ１ｓｃ

ｈｅ　Ｅｎｔｗ１ｃｋ１ｍｇ

　ｍｄ　ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｅ１ｇｅｎａ打ｅｎ，ｍ　ｄｅｒｓ（Ｈｇ） ，Ｂｕｒｇｅｒｔｕｍ　ｍ１９Ｊａｈｒｈｕｎｄｅｒｔ　Ｄｅｕｔｓｃｈ１ａｎｄ　ｍ　ｅｕｒｏｐａ１

　ｓｃｈｅｎ　Ｖｅｒｇ１ｅ１ｃｈ， Ｂｄ１，Ｍｕｎｃｈｅｎ１９８８，Ｓ１２ｆ ，２０ －３３，６５ －７６

４１）このような概念規定の原型として，Ｍ．ウェー バー『一般社会経済史要論　下』（黒正厳 ・青山秀夫

　訳）岩波書店，１９５５年，１７３－１７５ぺ一ジ
。

４２）Ｊ．コッカ『歴史と啓蒙』（肥前栄一・ 杉原達訳）未来社，１９９４年，１５８ぺ 一ジ 。

４３）　Ｖｇ１Ｋｏｃ
ｋａ，Ｂ皿ｇｅｒｔｕｍ，Ｓ１１ ，ｄｅｒｓ ，Ｖｏｒｗｏｒｔ，Ｋｏｃｋａ（Ｈｇ），Ｂｕｒｇｅ廿ｕｍ　ｍ１９Ｊａｈｒｈｕｎｄ餉，Ｂｄ

　１，Ｓ．７

４４）「特殊な道」論に批判的な立場から論争の総括を行った書物のなかで，グレービングは，「ドイッの

　特殊な道」ではなく ，「資本主義的生産様式ならびに市民杜会の貫徹という普遍的歴史過程のドイッ

　的バリアント」について語るべきだ，と言う 。しかし，彼女が具体的に「ドイツ的バリアント」の特

　性として挙げる内容は，「特殊な道」論者のそれと基本的に違っていない。たとえば，第二帝政下に

　おける経済的近代化の一方での民主化の停滞，同時代の西ヨーロッパには見られない東エルベの土地

　貴族という存在，国家との一体性を強く持つ教養市民層，行政官僚の家父長的性格，ユンカー・ 軍

　隊 ・官僚の複合体など。彼女自身，「特殊な道」論の否定ではなく ，第二帝政から第三帝国までの歴

　史を「奈落への一方通行」としか見ない捉え方を否定するという限りでこれを修正することが問題で

　ある ，と述べているが，こうした「一方通行」的見方の否定であれば，少なくとも現時点では，「特

　殊な道」概念を擁護する歴史家もまたこれに同意するであろう 。Ｈ　Ｇｒｅｂｍｇ　Ｄｅｒ。）
ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｓｏｎｄ

ｅト

　ｗｅｇ．ｍ　Ｅｕｒｏｐａ１８０６－１９４５Ｅｍｅ　Ｋｒ１ｔ１
ｋ， Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ／Ｂｅｒｌｍ／Ｋｏｌｎ／Ｍａｍｚ１９８６，Ｓ７６ｆ（引用個所）

，

　９７，１０１ ，１２４，１３４，１３６ｆ

４５）たとえばランゲヴィーシェは，１８４８／４９年のドイッ革命はその最終段階でより「ブルジ ョア（市民）

　的」になった，と言う 。たとえば民衆の伝統的抗議形態は革命の過程で数を減じ，これに代わ って結

　社等の組織，請願，民衆集会のような別の形態の政治行動が，当初「自然発生的」革命に加わ ってい

　た者にとってもより重要になった。また，革命の最後の波を形作る１８４９年春のライヒ憲法闘争は確か

　に武力闘争として展開したが，ただしそこでの暴力行為は軍隊的に組織され，また議会制的君主制で

　あれ共和制であれ，それは「市民社会」をめさすものであった。Ｌａｎｇｅｗ１ｅｓｃ
ｈｅ，Ｒｅｖｏｌｕｔ１ｏｎ　ｍ

　Ｄｅｕｔｓｃｈ１ａｎｄ，Ｓ１９０

４６）大革命がフランスにおける資本主義の発展を促進したか否かについては評価が分かれる 。ただし少

　なくとも政治的変革について，それがきわめてラディカルな転換点となったことは明らかである 。服

　部春彦ｒ大革命とフランス経済」『社会経済史学』５７－４（１９９１） ，Ｊ　Ａ　Ｇｏ１ｄ・ｔｏｎｅ，Ｒｅｖｏ１ｕｔｌｏｎ　ａｎｄ

　Ｒｅｂｅ１１１ｏｎ　ｍ　ｔｈｅ　Ｅａｒ１ｙ　Ｍｏｄｅｍ　Ｗｏｒ１ｄ　Ｂｅｒｋｅ１ｅｙ／Ｌｏｓ　Ａｎｇｅ１ｓ ／Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｍｖｅｒｓ１ｔｙ　ｏｆ　Ｃａｌ１ｆｏｍ１ａ

　Ｐｒｅｓｓ，１９９１
，ｐｐ

．１０ －１２，４３９ｆ
．，

４４２を参照。なお，「結果」という要因を「ブルジ ョア革命」概念から

　除外するランゲヴィーシェ の議論に同意した私自身のかつての立場（前掲拙稿，１９６ぺ一ジ）をここ

　で修正したい 。

４７）Ｈ －Ｕ　Ｗｅｈ１ｅｒ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，Ｂｄ３Ｖｏｎ　ｄｅｒ．Ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｄｏｐｐｅ１ｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎ））

　ｂ１ｓ　ｚｕｍ　Ｂｅｇ１ｍｄｅｓ　Ｅｒｓｔｅｎ　Ｗｅ１ｔｋｒｌｅｇｅｓ１８４９ －１９１４，Ｍｕｎｃｈｅｎ１９９５，Ｓ１２８４「第二段階」とは１８６０／７０

　年代の帝国創設過程であり ，それが相次ぐ戦勝のなかで実現されたことを通じて軍隊および貴族の威

　信が大きく高められたことをヴェーラーは重視する 。以後，軍隊は「国家内の国家」とも言うべき独

　立性を確保し，貴族もまた帝国指導部，諸邦政府，官僚，軍隊のなかで，その特権的地位の伝統を保

　持しつづけた。帝国議会の創設は，なるほど普通選挙制を通じて大衆の政治的動員を大いに促進しは

　　したものの，しかし議会多数党による政府の形成は認められず，また議会自身の側も ，支配権の獲得

　　を真剣に求めようとはしなか った。権威主義的政体と議会制化の阻止のもとで，官僚支配が他のヨー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１７）



３８　　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４９巻 ・第３号）

　　 ロッパ諸国に例を見ないほど強固なものとなり ，その裏面として国民の他者依存的性格が強められた 。

　　帝国の政治的 ・社会的支配構造は，「見せかけの議会制を伴う官僚制的〈官憲国家〉において，国民

　　大衆を　　家畜の群れのように〈管理する＞」（Ｍウェーハー）ことを可能にし，これによってドイ

　　 ツの「特殊な道」を導いたのである 。Ｅｂｄ
．，

１２８４丑．（引用はＳ．１２９５）

　４８）　Ｅｂｄ
．，

Ｓ． ４７２．１２９４

　４９）　 コッカ ，１５９ぺ一ジ
。

５０）高橋『市民革命』 ，ｉｉ一血ぺ一ジ 。

（２１８）
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